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§１，まえがき 

 本計画の位置付と内容 

 小千谷市では、国土道交通省が進める「インフラ長寿命化基本計画」を受けて、2011 年一巡目となる

小千谷市長寿命化修繕計画を作成し、予防保全の概念を取り込んだ新しい維持管理を進めている状況で

ある。 さらに５年毎に実施している定期点検が二巡目を迎えた 2020 年に二巡目の小千谷市長寿命化修

繕計画を更新し、さらなる現状に応じた適切な橋梁の維持管理を継続しているところである。これら施

策の基本方針は、国土交通省で全国的に一括された合理的な考え方に基づき、技術的支援や指導に加え

て、財政的な支援を受けて、計画的かつ着実に取り組んでいるものである。 
 この度 2021 年、同取り組みの財政的支援である「道路メンテナンス事業補助制度要綱」がより適切な

橋梁の維持管理が行えるように長寿命化修繕計画に記載すべき基礎項目が追加され以下のように改定さ

れた。以下に主な改定内容を国土交通省通達より抜粋する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記通達では長寿命化修繕計画に記載すべき基礎項目として、 

①老朽化対策における基本方針（二巡目小千谷市橋梁長寿命化修繕計画：令和２年） 
②新技術の活用方針 
③費用の縮減に関する具体的な方針(集約化・撤去など含めて検討) 

 を追記することが求められている。 
道路メンテナンス事業補助制度における補助要件として記載する必要がある項目について記載されて

いる国土交通省の通達を抜粋し、小千谷市長寿命化修繕計画更新の具体的な取り組みを以下に整理する。
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 従って、新たに改定追加された(2)新技術等の活用方針及び(3)費用の縮減に関する具体的な方針につい

て以下検討を行いその取り組み方針について述べる。 

●個別の構造物(橋梁)ごとの事項 
第二期 小谷市橋梁長寿命化修繕計画 

        令和２年 
                 が該当 

●計画全体の方針(太字が改定追加) 
1)老朽化対策における基本方針 

 右記、小千谷市橋梁長寿命化修繕計画で規定

された概念や方針である。 
2)新技術等の活用方針 

 新技術全般に係わる小千谷市の方針を整理す

るとともに、計画段階で想定できる定期点検

時における活用等について取り組み例を示

す。 
3)費用の縮減に関する具体的な方針 

 小千谷市が管理する橋梁について中長期的な

視点から、集約化・撤去について検討を行い、

今後の問題点と課題を整理する。 

取り組み方針 
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§２，新技術の活用計画 
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１）新技術活用の背景 
新技術・新工法の選定においては各々の橋梁ごとの特性を考慮し、多角的に検討する必要があること

から、国土交通省では、性能カタログ、NETIS の有効的な技術を一元化し、新技術選定の効率化、選

定候補漏れ防止の一助となるよう取りまとめられている。また、これらの運用を活発化しさらなる維持

管理コストの縮減を図るため、【道路メンテナンス事業補助制度】の事業要件に新技術の活用が規定さ

れた。以下にその概要を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
しかしながら、新技術の活用を現実的にとらえると、様々な問題が生じてその活用が限定的になって

いる。小千谷市ではこれらの現実的な問題を踏まえた上で、現在活用が可能である取り組みについて活

用計画を示すものとする。 
以下に、活用が限定される問題点を整理する。 

・効率面で従来工法が有利と判断した場合 
     ・品質面では従来工法が有利と判断した場合 
     ・安全面で従来工法が有利と判断した場合 
     ・費用面では従来方法が有利と判断した場合 
     ・構造的に適用可能な支援技術が無い場合 
     ・現地条件から適用可能な支援技術が無かった場合 
     ・打音検査や亀裂確認のため近接目視が不可欠である場合 
     ・工程的に支援技術の委託先と調整がつかない場合 
     ・遠隔地などの理由により支援技術の委託先が無い場合 
 

これらは、定期点検時と補修工事時で問題点や課題が異なるため、①定期点検における新技術の取り組

み、②補修工事における新技術の取り組み、の２項に分けてそれぞれその活用について述べるものとす

る。 
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①定期点検における新技術の取り組み 

 平成 31 年２月に定期点検要領が改定され、定期点検における近接目視を補完、充実する新技術の導入

を積極的に推進することで新技術の活用による点検方法の効率化が進められてきた。以下にその改定箇

所を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 小千谷市では、３巡目橋梁定期点検を迎え、これまでの課題であった以下について積極的に取り組む

ものとする。 
 
  これまでの課題 
    ①橋梁点検車による長時間にわたる交通規制の解消 
    ②点検機材(橋梁点検車や高所作業車)の調達による工程上の影響 
    ③隣接年における同一調査の実施 
    ④高い点検費用 
 
 小千谷市の橋梁長寿命化計画における補修工事等の維持管理は、国土交通省の財政性的支援を受け事

業が推進されている。「道路メンテナンス事業補助制度要綱」に定期点検における新技術の取り扱いにつ

いて以下の記載がなされている。 
 
 
 
 
 このように記載されているが、点検要領に記載される「近接目視によるときと同等の健全性の診断を

行う事ができると判断した場合」にと限定されている。 
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 近接目視によるときと同等の健全性の診断について現在のドローンや点検ロボットによる点検には以

下の課題がある。 
   
 新技術の課題 
  ①近接目視調査で実施するコンクリートの浮きを点検するタタキ調査ができない。コンクリートの

浮きは、放置すると重篤な損傷にいたる重要な点検項目である。 
  ②ボルトの緩みを点検するタタキ調査ができない。同損傷は放置すると、個所によっては、第三者被

害を招くと供に、構造上重篤な損傷にいたる重要な点検項目である。 
 
 限られた維持管理費用軽減のため、新技術の活用は事業費補助制度でも推進されているが、新技術の

活用を急ぐあまり、損傷の見逃しや省略が生じる事を避けるため、以下の条件に該当する橋梁について

その活用を検討するものとする。すなわち、定期点検において健全度Ⅲ相当の今後５年間の間に何らか

の措置が必要になった橋梁は、補修のための設計調査時、補修工事時、竣工検査時と次期定期点検時まで

４回の近接目視が実施されることから、上記課題に示した損傷については十分監視できるものと判断し

たものである。以下にそのイメージを示す。 
 
■補修工事を完了するまで経緯する近接目視の状態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の課題を踏まえ、小千谷市では、補修工事完了後の初回点検に限り新技術(ドローンや点検ロボット)
の活用を検討するもととする。なお、その活用に当たっては、「新技術活用のガイドライン/平成 31 年：

国土交通省」に示される手順に基づくことを基本とする。次ページに該当箇所を抜粋する。 

定期点検：近接目視(１回目) 

補修設計調査：近接目視(２回目) 

補修工事：近接目視(3 回目) 

竣工検査：近接目視(4 回目) 

定期点検：新技術の採用 
J   

定期点検＠５年 
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 点検にまつわる、新技術の活用を誤れば、点検結果の信頼性を失うだけでなく損傷を見逃すことによ

る事故を誘発することも考えられる。従って、新技術活用の手順は、【新技術利用のガイドライン(案)平
成 31 年 2 月：国土交通省】を遵守し適切に行わなくてはならない。以下に点検支援新技術活用の手順を

抜粋する。 
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②補修工事における新技術の取り組み 

 小千谷市橋梁長寿命化修繕計画で今後 10 年間補修計画が示されている。それをもとに、今後 5 年(2023
～2027)に補修が計画される橋梁のうち、15ｍ以上の橋梁について橋梁毎に損傷の状態(範囲・程度)を確

認し、新技術の活用を検討するものとする。ここで、範囲を今後５年間、橋長 15ｍ以上と限定したのは、

次期定期点検と新技術活用の効果を考慮したものである。 
 

定期点検時における新技術と取り組みについては、「新技術活用のガイドライン/平成 31 年：国土交通

省」にその手順が規定されているが、補修工事に際してはその分類が多岐にわたるため、国土交通省では

新技術開発システム(NETIS)や性能カタログをホームページに掲載し、技術支援を行っている。 
 補修設計における、新技術を活用するについては、技術支援データベースで分類掲示されている新技

術を選定し、新技術活用のガイドラインに示される手順を参考に補修工事に活用するものとする。 
 
以下に、国土交通省の HP の URL を示す。 
 

https://www.cgr.mlit.go.jp/cmc/technical_support/new_technology/ 
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§３，費用の縮減に関する具体的な方針 
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１，総合計画の視点から考える小千谷市の橋梁の維持管理【集約化・撤去】に関する方針に

ついて  

１-１，社会的背景 

 右肩上がりの時代には、道路や公共施設が小千谷市でも精力的に整備され、それらのストックを活用

してナショナルミニマムとしての公共サービスが提供されてきた。しかし、ストックは保有するだけで

莫大な維持管理費用が必要であり、財政が疲弊する自治体で、近い将来それらを支えきれないのではな

いかという懸念が生じている。財政が比較的健全な自治体でも、高度経済成長期に大量整備したストッ

クが耐用年数を迎える時期がきており、改修費の増大や更新経費に不安を抱くところも少なくない。 
 今後の高齢化・人口減少は、この傾向にますます拍車をかけるであろう。このままでは、 低限の公共

サービスを維持できない地域や、老朽化したインフラがうち捨てられ荒廃した公共空間となる地区が、

多く発生することが予想される。産業振興により地域活力をみなぎらせて税収を向上させることは当然

の取り組みとしつつ、本計画では現状あるいは縮小していく予算のなかで、いかにインフラを支えてい

くかを第５次小千谷市総合計画基本構想の視点から考えてみたい。 
 
１-２，小千谷市人口ビジョンでみる人口の動向 

 「小千谷市人口ビジョン：平成 28」によると、人口問題が地域の将来に与える影響について以下のよ

うに記載されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

すなわち、高齢者数はほぼ変動なく推移することに加え、高齢化が進むことから死亡者数が増加するこ

とが予想されます。一方で、出生率が大きく増加へ転換しない場合、また、15～25 歳の若者層の人口流

出と比較して、その後の若年層の人口流入が少ない状態が続く場合、小千谷市の人口は減少し続けてい

くことが予想されています。 

 安心して暮らしやすいまちを持続させていくためには、若者の流出を防ぐとともに、進学などで転出

した若者を呼び戻すための施策を多岐にわたって展開することが重要です。また、少子高齢化には即効

性のある解決策はないことから、将来を見越した息の長い少子化対策に加え、未婚・日婚率を改善へ導く

施策を展開し、人口減少社会を意識したまちづくりを進める事が必要です。 

すなわち、高齢者数はほぼ変動なく推移することに加え、高齢化が進むことから死亡者数が増加するこ

とが予想されます。一方で、出生率が大きく増加へ転換しない場合、また、15～25 歳の若者層の人口流

出と比較して、その後の若年層の人口流入が少ない状態が続く場合、小千谷市の人口は減少し続けてい

くことが予想されています。と記載されている。 

 

人口減少は、労働力の人口の減少や消費市場の縮小を引き起こし、経済規模を縮小させる。それが社会

生活サービスの低下を招き、さらなる人口流出を引き起こす悪循環に陥る可能性がある。生産年齢が減

少すると、住民税等の収入の減少が見込まれ、また、高齢化が進み医療や福祉のニーズが高まる中で、住

民負担や行政負担の増加が見込まれる。公共施設や道路、上下水道等の維持管理についても、利用人口

が減少することで施設の維持管理費、補修費等の行政負担が過重となっていくことが考えられる。 
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１-３，インフラの有効活用 

 現有するストックの有効活用とは、インフラを長寿命化することである。規格に陳腐化が生じてきて

何が何でも改築・更新という発想を捨て、現状のストックをいかに大事に活用していくかの視点が、イン

フラ経費の抑制に不可欠である。次に、全体として保有するストックを減らすことはどうか。保有するス

トックを減らすということは、インフラの一部を廃止または統廃合することである。インフラを減らせ

ば一律に生活水準が低くなるかにみえるが、減らすストックの代替手段に知恵を絞ることで、場合によ

っては今より充実したサービスを享受できる可能性もある。このような考えを進めると「スマートシュ

リンク」という概念にたどりつく。すなわち、スマートシュリンクは地域の身の丈を認識し、身の丈にあ

ったものだけを維持・保守していく、そのためには今あるものを壊すこともいとわない。という考え方で

ある。たとえば、特定の人しか使用していない、または稼働率の低いインフラなど、もしくは他の施設で

代替え可能と判断できれば、撤去・廃止としてしまう考え方である。ストックの抑制により浮いた予算

で、地域に必須のインフラに手厚く維持経費を充てていく。長寿命化にしても、スマートシュリンクにし

ても、インフラ投資を抑制することであり、地域にとって多少なりとも痛みを伴う。インフラを戦略的に

運用していく主体は地域である。地域のあり方を検証することで、地域の無駄が見えてくる。縮小をむし

ろ好機として捉えたい。これらは、「小千谷市総合計画」の主旨に従い実現を目指すものである。 
 同計画の基本目標を以下に抜粋する。 
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１-４，インフラの地域維持コスト 

 地域維持コストとは、インフラを整備し維持していくためのコストと定義する。以下にインフラを取

り巻く現状を理解し易くするためにインフラを維持するための一人当たりの負担である地域維持コスト

の推移を示す。ここでは、人口が現状のまま推移した場合の地域維持コストを算出する。人口がピークを

迎える 2040 年から、徐々に人口減少が始まり、併せて地域維持コスト（一人当たり負担額）が上昇に転

じるため、人口ビジョンに示される課題と同様、維持継続が危惧される傾向にあることが予測される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ここに、地域維持コスト比とは、自治体が保有するすべてのインフラとそれに係わる維持コスト 

の総計を総生産額と総人口で除し、一人当たりのインフラの保有・維持にかかわる費用を算定し、基

準年 2010 年を１とした時の比率を示したものである。これによりインフラの将来の住民負担を簡便

的に算定し、将来の方向性を模索する指標とするものである。 
   データは、内閣府 HP に掲示される県民経済計算により公的固定資本形成をインフラの総価値と

し地域の維持にかかる全てのコスト(給料も含む)である政府 終消費支出を加えたものが地域を維

持するためのコストとしている。人口の将来推計は人口ビジョンに示される予測値を用いるものと

する。総生産額は、自治体のデータが無いため、現在の県民所得が維持されるものとしている。 
 
 
 
 
 
 
 

【小千谷市の一人当たり地域維持コストと一人当たり市民所得の将来の動向】 
(2010 年＝1.00) 

※データは内閣府 HP の掲載される県民経済計算に示される「1 人当たり県民所得」「総人口」「県内総生産

(支出側、名目)」および小千谷市人口ビジョンを用いるものとし、地域維持コストとは、県民経済計算年報に

おける公的な支出額である「政府 終消費支出」と「総固定資本形成(公的)」の合計値とする。また、1 人当た

り県民所得に関しては、データが無いため 2010 年額を維持するものと仮定している。なお、同県民データは

県単位としているため、「小千谷市人口ビジョン」に示される人口推移で予測し、小千谷市地域維持コストに

読み替えるものとする。これらの分析手法については土木学会 2020 年第 75 回年次学術講演会において

「小規模橋梁の統廃合に関する一考察:三井、天野」で発表したものである。 
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２，小千谷市における「集約化・撤去」、費用の縮減に関する短期的な数値目標 

 小千谷市では、人口が現状のまま推移した場合、徐々に減少することが予測されており、様々な取り組

みがなされているが、地域維持コストは、2010 年市民一人当たり約 100 万円が増加傾向となっている。

適切な額は持たないが、限られた予算という条件のもとに、健全な自治体を継続するためには現状維持

もしくは負担を軽減する方向を目指すことが肝要である。 

 少子高齢化による人口減少は、小千谷市ののみならず多くの自治体が抱える問題である。このような

社会背景をもとに、２巡目長寿命化修繕計画においてその財政的支援である「道路メンテナンス事業補

助制度」に集約化・撤去及び新技術適用の検討が新たに追加規定された。 

 以下に、同補助制度の変遷を整理したうえで、「小千谷市における集約化・撤去計画」を検討し、費用

の軽減に関する短期的な数値目標を検討するものである。 
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2-1 集約化・撤去橋梁にまつわる補助制度の変遷 

 国土交通省は平成 27(2015)年度に道路施設の老朽化対策として、地方公共団体が行う大規模な修繕や

更新事業に対し、複数年にわたり集中的に支援することを目的とする「大規模修繕・更新補助制度」を創

設した。続く平成 30(2018)年、5 年に１度の定期点検が２巡目に入ることに合わせ補助の要件を緩和し、

点検で対策の必要性が明らかになった橋梁の修繕・更新工事をさらに広げ集中的に支援するに至った。 
 その後、地方公共団体が管理する橋梁延長が増加している一方で通行止め橋梁数が増加し維持管理費

の負担増が想定される中、利用状況を踏まえ、橋梁等の集約化・撤去を推進するため、同要綱における事

業要件が見直され、自治体が抱える通行止めの橋梁について集約化・撤去を促す事業にまで支援を広げ

る検討がなされるようになった。 
 このような経緯を経て、「大規模修繕・更新補助制度要綱」は令和 2(2020)年「道路メンテナンス事業

補助制度」の創立に伴い廃止され、現在に至っている。以下に補助制度の事業要件の変遷を整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路メンテナンス事業補助制度要綱

 

 

～2020 年 

2020 年～現在 
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3,集約・撤去計画 

 「道路橋の集約・撤去事例集:令和 4 年 3 月/国土交通省道路局」を参考に、小千谷市が管理する橋梁の

集約・撤去計画を検討する。検討の内容は、同事例集に示される計画段階に該当する主な検討項目とす

る。 
 以下に、集約・撤去を進めるうえでの主な検討項目表を示す。 
 
3-1,検討項目 
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3-2,迂回距離(隣接橋梁との距離等)、迂回時間の把握 

  迂回時間を、事例集を参考に、救急車が消防署から緊急現場に到達する時間に着目して設定すると、

小千谷市の橋梁は、多くが迂回距離 2 ㎞に該当する。従って、抽出対象橋梁は、小千谷市が管理するす

べての橋梁とする。以下に、迂回距離に関する規定を示す。 
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3-3,集約化・撤去の事業内容 

 集約・徹去の事業内容は、手引きを参考に下表とするが、地元要望など小千谷市独自の理由による場合

はそれを優先するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集約・徹去の事業内容 
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3-4,対象橋梁の選定 

 対象橋梁抽出の参考事例をもとに、小千谷市の全管理橋梁全体から集約・撤去の対象橋梁を抽出する

手順を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  次ページに、対象橋梁の内容と検討対象橋梁位置図を示す。 

●小千谷市における「集約化・撤去」、費用の縮減に関する短期的な数値目標 

 「道路橋の集約・撤去事例集:令和 4 年 3 月/国土交通省道路局」にもとづき「集約化・撤去」対

象橋梁として 5m 未満の橋梁を選定し検討を行った。生活道路に架かるこれらの橋梁は、地域にと

って連絡道路として重要な機能を担っている。なお、健全度はいずれもⅡ以上であり、予防保全を

行う事によりさらなる長寿命化が図れる橋梁である。従って、今期長寿命化修繕計画における「集

約化・撤去」における短期的な計画としては「存続」とする。 
      

●視点１ 橋長５m未満の橋梁 
  小千谷市の全橋梁が迂回距離 2 ㎞に該

当することから、迂回路は確保されてい

るものとする。 

●視点２ 健全性Ⅲ橋梁に該当 

 健全度Ⅱ以上であり該当しない。 
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3－5、橋長 5m未満の橋梁一覧（迂回路無し） 
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